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各部門のコンクール参加申し込みも始まるところですが、全日本吹奏楽コンクールの

参加規定を受けて東日本学校吹奏楽大会の参加要項も見直し、修正の方向で検討され

ています。修正にはまだしばらくかかる様子なので、参加要項の抜粋版（次ページ以

降）を暫定的に都連ホームページにアップいたしました。 

主に実施規定の赤字部分について修正される方向です。 

確定版が到着しましたら改めてお知らせいたします。 

























  

２０２６年度版 

東日本学校吹奏楽大会実施規定 
  

第１章  総   則 

（大会名称） 

第１条 この大会は「東日本学校吹奏楽大会」という。 

 

（実施） 

第２条 本大会は，各吹奏楽連盟理事長より推薦された吹奏楽団体が参加して，毎年１０月第２週の 

土曜日・日曜日に実施する。 

この大会の事業年度は４月１日から翌年３月末日とする。 

 

（各吹奏楽連盟） 

第３条 選出母体たる各吹奏楽連盟は次のとおりとする。 

（１）北海道吹奏楽連盟   （２）東北吹奏楽連盟  （３）東関東吹奏楽連盟 

（４）西関東吹奏楽連盟   （５）東京都吹奏楽連盟  （６）北陸吹奏楽連盟 

 

（会場・日時） 

第４条 実施会場・日時などの必要事項は各吹奏楽連盟理事長，事務局長で構成する東日本学校吹奏楽

大会企画委員会（以下 企画委員会）で決定する。 

主管をする吹奏楽連盟の理事長は大会会長となる。企画委員は大会開催時大会委員となる。 

企画委員会は毎年３月上旬までに次年度の実施要項を決める。 
 
 

第２章  実施部門および参加人員 

（実施部門） 

第５条 実施部門は次のとおりとする。 

（１）小学生部門 

（２）中学生部門 

（３）高等学校部門 

 

（編成・演奏人員） 

第６条 編成は，木管，金管，打楽器を主体とし，電子楽器の使用を認めない。ただし，小学生部門に

ついては，低音楽器の補助としてエレキベースのみ使用を認める。 

    また，各部門の演奏人員は次のとおりとする。なお，指揮者は演奏人員には含まない。 

（１）小学生部門・・・・・自由 

（２）中学生部門・・・・・３０名 以内 

（３）高等学校部門・・・・３０名 以内 

 

第３章  資  格 

（参加資格） 

第７条 参加資格は各吹奏楽連盟に登録され，かつ中学生と高等学校においては各大会の小編成の部門

に参加した団体で次のとおりとする。 

 

（１）小学生部門 

構成メンバーは小学校に在籍している児童とする。 

参加形態は以下のとおりとする。  

① 単独校 

② 合同バンド 

以下の条件のもと単独で本大会に参加できない団体が，各々の団体長の許可のもと



  

編成する団体。 

 ア 単独校どうし，単独校と地域バンド，地域バンドどうしの合同を認める。 

 イ 合同バンドを編成する団体数に制限は設けない。 

 ウ 単独で本大会に出場する団体は，合同バンドでの参加は認めない。 

③ 地域バンド 

任意の個人または団体が組織し，小学生※１で構成された団体。 

 

 

（２）中学生部門 

構成メンバーは中学校に在籍している生徒とする。（同一経営の学園内，または同一団体 

内の小学生※１の参加は認める） 

参加形態は以下のとおりとする。 

① 単独校 

② 合同バンド 

   以下の条件のもと単独で本大会に参加できない団体が，各々の団体長の許可のもと編

成する団体。 

 ア 単独校どうし，単独校と地域バンド，地域バンドどうしの合同を認める。 

中学生と小学生の合同バンドを認める。 

 イ 単独で本大会に出場する団体は，合同バンドでの参加は認めない。 

 ウ 合同バンドを編成する団体数に制限は設けない。 

 エ 都道府県や市区町村等の指示により，連盟加盟の拠点校を中心とした合同部活動に  

所属する未加盟校の生徒は参加を認める。 

③ 地域バンド 

任意の個人または団体が組織し，小学生※１，中学生※２で構成された団体。 

注：部員不足により，学校単位で参加できなくなる小学生や中学生に参加の機会を広げる趣旨 

で合同バンドや地域クラブ等の参加を認める。 

 

 

（３）高等学校部門 

構成メンバーは高等学校に在籍している生徒とする。（同一経営の学園内の小学生・中学 

生の参加は認める） 

参加形態は以下のとおりとする。 

① 単独校 

② 合同バンド 

 以下の条件のもと単独の学校単位で本大会に参加できない高等学校が，各々の学校長の 

許可のもと編成する団体。 

 ア 単独校として本大会に出場する団体は，合同バンドでの参加は認めない。 

 イ 合同バンドを編成する団体数に制限は設けない。 

 

※１ 小学生 

学校教育法で定める小学校，義務教育学校前期課程，特別支援学校の小学部に在籍 

する児童をいう。 

※２ 中学生  

学校教育法で定める中学校，義務教育学校後期課程，中等教育学校前期課程，特別 

支援学校の中学部に在籍する生徒をいう。 

 

２ その他，第７条第１項(１)－②，③並びに(２)－②，③に該当しない団体の参加については，企 

画委員会でこれを検討し，参加の可否を決定する。 

 

３ 第７条第１項により参加資格を有する団体であっても，その年度の全日本吹奏楽コンクールの

予選となる部門に出場した団体と，その年度の全日本小学生バンドフェスティバルに出場する 

団体は，本大会に参加することはできない。 

 

 

 



  

（指揮者） 

第８条 指導者並びに指揮者の資格については制限しないが，加盟団体の長が認めた者とする。 

２ 同一部門において指揮することができるのは１団体とする。 

 

（入賞取消） 

第９条  参加団体の資格に疑義あるときは，出場を停止または入賞を取り消す。 

 
第４章  演奏曲および演奏時間 

（演奏曲） 

第１０条 各吹奏楽連盟主催の大会で演奏した任意の１曲とする。（組曲は１曲とみなす） 

 

（審査） 

第１１条 参加団体は，第１０条による曲を演奏し審査を受ける。 

 

（著作権） 

第１２条 著作権の存在する楽曲を編曲して演奏曲とする場合は，事前に著作権者から編曲の許諾を受 

けなければならない。許諾を受けないで本大会に出場することは認めない。 

 

（演奏時間） 

第１３条 演奏時間は７分以内とする。演奏時間が７分を超えた場合は，審査・表彰の対象としない。 

 

（演奏順序） 

第１４条 部門順序と出演順序はその年の企画委員会において決める。 

 

第５章  審査および表彰 

（審査員） 

第１５条 審査員は企画委員会で選出し大会会長が委嘱する。審査員の数は７名とする。審査方法は別 

に定める審査内規による。 

（表彰） 

第１６条 各団体に「金賞」，「銀賞」，「銅賞」を贈る。また，全団体の指揮者に指揮者賞を贈る。 

第６章  代  表 

（支部代表） 

第１７条 本大会に各吹奏楽連盟より推薦する団体数は，企画委員会で前年度３月上旬までに決める。

各吹奏楽連盟理事長は，本大会開催日の３週間前までに大会会長に推薦する団体を報告する。 

 

（参加費用） 

第１８条 本大会参加に要する費用は参加団体の負担とする。 

 

第７章  そ の 他 

（共催・後援・協賛） 

第１９条 本大会の実施にあたり企画委員会が必要と認めた場合は，共催，後援および協賛団体を持 

つことができる。 

 

 

（実行委員会・事務局） 

第２０条 本大会実行委員は主管吹奏楽連盟の役員があたる。 

また，大会事務局は主管連盟の事務局とする。 

 

（開催細目） 

第２１条 その他の開催上の細目については実行委員会が決める。 

 



  

（改定） 

第２２条 この規定は企画委員会の議により改定することができる。 

 
２ 緊急時の場合，主管連盟からの提案により，企画委員の過半数を超える賛成で，当年度に限り 

東日本学校吹奏楽大会実施規定（細則を含む）を変更して実施することができる。なお，賛否 

が同数の場合は主管連盟の決するところによる。 

 

付則 この規定は平成２５年４月１日より実施する。 

 

平成１４年 １月２１日 企画委員会決定 

平成１６年 ２月１０日 企画委員会一部改定 

平成１７年 １月２６日 企画委員会一部改定 

平成１８年 １月３０日 企画委員会一部改定 

平成１９年 １月２９日 企画委員会一部改定 

平成１９年１０月 ５日 企画委員会一部改定 

平成２１年 ２月２８日 企画委員会一部改定 

平成２２年 ７月１８日 企画委員会一部改定 

平成２３年 ３月 ６日 企画委員会一部改定 

平成２４年 ３月 ３日 企画委員会一部改定 

平成２４年１０月１２日 企画委員会一部改定 

平成２５年 ３月 ３日 企画委員会一部改定 

平成２６年 ３月 ２日 企画委員会一部改定 

平成３１年 ３月 ３日 企画委員会一部改定 

令和 ２年 ３月２０日 企画委員会一部改定 

令和 ３年 ７月１３日 企画委員会一部改定 

令和 ４年１０月 ７日 企画委員会一部改定 

令和 ６年 ３月 ７日 企画委員会一部改定 

令和 ７年 ３月 ７日 企画委員会一部改定 

令和 ８年 ３月 ５日 企画委員会一部改定 
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